
合併処理浄化槽設置費補助金交付申請フロー 
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１ 補助金交付申請書 受  付 

書類審査 

現地確認 

補助金交付決定通知 

※添付書類 
１ 浄化槽設置届出書の写し（上記の設置届出書の写し） 
２ 浄化槽に関する調書及び浄化槽構造図の写し 
３ 設置場所の案内図及び配置図 
４ 工事費等の見積書の写し（設置に要する費用、処分費用及
び配管費用の種類別にしたもの） 

５ 登録浄化槽管理票（Ｃ票）及び登録証 
６ 機能保証制度の保証登録証 
７ 既存単独処理浄化槽又は既存汲み取り槽の写真又は証拠
書類 

８ 道水路占用許可書の写し 
９ 浄化槽設備士免状の写し 
10 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書 
11 浄化槽法定検査依頼書の写し（浄化槽法第７条、第１１条） 
12  浄化槽維持管理に関する誓約書 
13 その他、町長が必要と認める書類 

 
 

※ 補助金交付決定通知後に申請内容に変更
が生じた場合は、変更承認申請書に変更に
関する書類を添付し、提出してください。 

２ 受 領 

３ 工事着手 

４ 工事完了 

中間検査 

※ 中間検査は基礎コンクリート打設後の浄
化槽を吊り込む前に行います。 
事前に日程の連絡をお願いします。 

５ 実績報告書 

※添付書類 
１ 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契
約書の写し 

２ 工事費内訳書及び請求書又は領収書の写し 
３ 工事施工写真（設置工事の写真、処分工事の写真、配管工
事の写真） 

４ 浄化槽設置工事チェックリスト 
５ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し 
６ その他、町長が必要と認める書類 

受  付 

書類審査 

完了検査 

補助金交付確定通知 ６ 受 領 

７ 補助金交付請求書 受  付 

補助金の支払い ８ 補助金受領 

○浄化槽設置届出書 受  付 

書類審査 

受 理 

※添付書類 
 １ 浄化槽に関する調書 
 ２ 浄化槽型式適合認定書並びに別添仕様書及び図面 
 ３ 付近見取り図（案内図） 
 ４ 配置図（浄化槽の位置、排水経路を記載したもの） 
 ５ 建築物の各階平面図（延べ床面積がわかるもの） 
 ６ 浄化槽法定検査依頼書の写し（浄化槽法第７条、第１１条） 

○受 領 

４部提出 

１部提出 

１部提出 



 

 

 

補足事項 

（１） 補助対象となる合併処理浄化槽は、環境配慮型浄化槽の適合機種に限られます。 

   適合機種については、（一社）浄化槽システム協会ＨＰでご確認ください。 

（２） 必ず設置工事着工前に申請してください。工事着手後の補助金申請は受け付けられ

ませんので、ご注意ください。 

（３） 町税の滞納がある場合は、補助金申請は受け付けられません。町税を納付してから

補助金申請をお願いします。 

 （４） 建築基準法に基づく確認申請を要する建築物の新築、改築及び増築に伴い合併処理

浄化槽を設置する場合は、補助金の対象外となります。 

 （５） 浄化槽設置届出書については、工事着手予定日の２１日前（型式認定済みの浄化槽

を設置する場合は、工事着手予定日の１０日前）までに届出を行う必要があります。 

 （６） 転換により不要となった既存単独処理浄化槽等は、やむを得ない理由がある場合を

除き、適切に処分しなければなりません。産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し

の添付が必要です。 

 （７） 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換した場合には、下記の書類も併せて提出

してください。 

① 単独処理浄化槽については、浄化槽の使用を廃止した日から３０日以内に浄化槽

使用廃止届書を３部（正：１、副：２）提出してください。 

② 新たに設置した合併処理浄化槽については、浄化槽使用開始の日から３０日以内

に浄化槽使用開始報告書を３部（正：１、副：２）提出してください。 

 （８） 汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換した場合には、上記（７）②の書類を提出

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先・申請書等の提出先 

                    越生町役場 まちづくり整備課 環境管理担当 

                    TEL ０４９－２９２－３１２１ 

                    FAX ０４９－２９２－５４００ 


